
１．問題の所在・研究の目的
教員の段階的な発達に関しては，「①初任者段階，②
中堅（ミドル）段階，③管理職段階の３段階で捉えられ
ることが多い」（田中，2014，p.288）とされている。近
年の日本では，学校運営を中心的に担ってきた団塊の
世代の大量退職が進んでいることもあり，運営に支障
をきたすことのないよう，学校運営の中核を担う中堅
教員の育成に注力されてきた。中堅教員は，「学級・教
科の担任としての力量・経験が培われたうえで，学年・
学校経営といった広い視野をもち，専門的知識がより
一層必要となる時期」（田中，2014，p.288）とされてい

る。このことは 2015 年の中央教育審議会答申「これか
らの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～
学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向
けて～（答申）」でも，教員研修に関して，「学校をチー
ムとして機能させていくため，教員としてのキャリア
ステージに応じて求められる専門性の育成と合わせて，
教員それぞれが得意とする専門分野，例えば教科指導
や現代的な教育課題など，特化した専門性を備えたミ
ドルリーダーの育成が必要である。」（中央教育審議会，
2015，pp.13-14）と教員個人の専門性を高めることも重
視されていることが窺える。ただ，10 年経験者研修を
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　本稿は，中堅教員に求められる資質・能力を再検討し，社会改造主義の立場を手がかりとしたリフレクション研修の
具体像を探ることを目的としたものである。中堅教員には，個人の専門性の伸長だけでなく，学校運営を円滑に進めら
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いて，リフレクションに関する取り組みが数多く展開されてきている。しかし，これに対しては，社会的な文脈への視
点の希薄さが問題にされることもあり，教員個人の発達のみを見据えるのではなく，社会的アクターの役割を担う教員
としてのリフレクションの重要性が指摘されている。しかしながら，それら２つのリフレクションの考え方を両輪のよ
うに駆動させることのできる研修の具体像は十分に蓄積されているとはいい難い。このような現状に鑑み，本稿ではそ
のような研修の具体像を構想した。さらに，同じ方向性のもとで構想し，2019 年度に実施した中堅教員研修の事例から，
社会的文脈への視点が含まれていた受講者の学修の成果を取り上げ，考察を加えた。その結果，ここで構想した研修が，
受講者にとって，社会的文脈を踏まえた教育実践の構想への志向を生むために有効である可能性が示唆された。本稿で
構想した中堅教員を対象とした研修を実施し，受講者の学修に即して成果の検証をすることが今後の課題である。
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はじめとする中堅教員を対象とした研修には，「ミドル
リーダーの養成はもとより，将来の管理職養成のための
研修という色合いが強いともいえる」（真木，2011，p.12）
との声や，「ミドルリーダーとしての資質能力を身に付
けることが求められており，中堅層が薄い現下の状況
では，ますますその重要性が高まっている。」（三ッ谷，
2016，p.162）との声が挙げられているように，キャリ
アステージに応じた学校運営や組織マネジメント面に
焦点が当てられている向きが強いといえる１。このこと
について，藤岡完治・石井英真（2015）が，「近年では，
教師個々人の力を伸ばすという観点でなく，教師間の
同僚性や学校の組織力を高めるという観点から，学習
する組織の中心としての校内研修の意味にも注目が集
まっている。」（p.103）と述べていることからは，それ
ら学校運営等の面に寄与する研修が重視されるあまり
に，個々人の専門性を重視する向きが相対的に弱くなっ
ているのではないかという恐れも示唆される。いずれ
にせよ，「授業力や学級経営力など教員個人としての力
量に磨きをかけるとともに，後輩教員への指導的立場
や教員間の協働を促す役割の比重が大きくなってくる」
（宇野・谷田，2014，p.299）中堅教員のステージにおい
て，後者（後輩教員への指導や教員間の協働を促す役割）
だけでなく，前者（教員個人としての力量形成）に関し
ても現代的な時代状況に応じた中堅教員研修の充実に
目を向ける必要があり，それらが両輪として機能するよ
うな研修の必要性が示唆されるのである。では，中堅教
員のステージにおいて求められる資質・能力をどのよう
に具体的に措定し，それに向けてどのような教員研修を
具体的に展開すれば良いのであろうか。
そのような中堅教員研修のあり方に関する研究につ
いては，「十年経験者研修参加者の意識や力量形成に関
する内容が主で，研修の運営に関する研究は少ない」
（三ッ谷，2016，p.159）とされるように，十分な展開を
みせているとはいい難い。以上のことを踏まえ本稿で
は，中堅教員に求められる資質・能力の措定と，それら
の向上を目指す教員研修を具体的に構想することを目
的とする。

２．研究の方法
研究の方法としては，まず中堅教員のステージで求め
られる資質・能力を政策・制度レベルで整理する。その
うえで，それらの育成に向けた教員研修のあり方を検討
する。その際，重要な示唆を与えるものとして，社会
改造主義的なリフレクションに関する議論を取り上げ，
考察を行う。これによって，中堅教員のステージで求め
られる資質・能力を措定するとともに，実際に研修とい
う形に具体化する際に，重要となる要素を明らかにし，
具体的に研修内容を構想する。さらに，ここまでで明ら

かにした観点から，2019 年度に中堅教員を対象に実施
した研修による受講者の学修のありようを，アンケート
調査，インタビュー調査（調査の詳細は６節で記述する）
から明らかにする２ことで，想定される受講者の到達点
の具体像を示す。本稿は，以上の手順によって，進める
こととする。
なお，本稿で取り扱う実施した研修は，ALACTモデ
ルに基づいた研修について，講師および受講者が研修の
枠組みに対してどのような認識を示したのかを検討し
た Sakaguchi, M. et al.（2020）と同一のものを扱ってい
る３。ただし，これとは異なり，本稿では社会改造主義
的な視点から中堅教員の資質・能力を措定し，具体的な
研修を構想しようとする点（社会改造主義的な観点から
意義づけを行っている点），また研修の枠組みではなく，
受講者が獲得した学修の成果を検討の対象としようと
している点で，論考の性質は大きく異なっている。

３．中堅教員に求められる資質・能力の再検討
3．１．中堅教員に求められる資質・能力に関する議論の

展開
まず，政策・制度レベルでの中堅教員に求められる資
質・能力に関する議論の展開について確認する。
2003 年度に 10 年経験者研修が制度化されるまでの，
中堅教員の資質・能力についての言及は，1999 年の教
育職員養成審議会第三次答申「養成と採用・研修との連
携の円滑化について」に見られる。そこでは，教員の各
ライフステージに応じて求められる資質・能力として，
初任者，中堅教員，管理職の三つの段階に分けられ，中
堅教員には，「学級担任，教科担任として相当の経験を
積んだ時期であるが，特に，学級・学年運営，教科指導，
生徒指導等の在り方に関して広い視野に立った力量の
向上が必要である。また，学校において，主任等学校運
営上重要な役割を担ったり，若手教員への助言・援助
など指導的役割が期待される（ママ＝稿者）ことから，
より一層職務に関する専門知識や幅広い教養を身に付
けるとともに，学校運営に積極的に参加していくことが
できるよう企画立案，事務処理等の資質能力が必要であ
る。」４と記されている。
しかし，実際に実施された 10 年経験者研修の趣旨
は，「教諭等としての在職期間が 10 年に達した者に対す
る個々の能力，適性等に応じた研修を制度化するもの」
（「教育公務員特例法の一部を改正する法律等の公布に
ついて」2002 年８月８日文部科学省通知５）であり，具
体的な内容は，長期休業期間の研修としての「教科指導，
生徒指導等に関する研修」，「適性に応じた得意分野づく
り等の選択研修」および「課業期間における研修」とし
ての授業研究等であった。なお，ここでは研修内容とし
て，「学校評価，情報提供や学校運営等の喫緊の課題に
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関する研修も想定している」とされているが，学校運営
に関することは，同通知の別紙（10 年経験者研修のイ
メージ案）でも，共通研修や選択研修の一部に記されて
いるのみで，多くを占めていなかった。
ところが，先にも引用した「これからの学校教育を担
う教員の資質能力の向上について～学び合い，高め合
う教員育成コミュニティの構築に向けて～（答申）」で
は，10 年が経過した時点で受講すべきとしていた 10 年
経験者研修を，学校内でミドルリーダーとなるべき人
材を育成すべき研修に転換し，それぞれの地域の実情
に応じ任命権者が定める年数に達した後に受講できる
よう実施時期を弾力化するよう変更を加えた。これは，
年齢構成や経験年数の不均衡により，それぞれの地域，
学校において，ミドルリーダーを担う教員が不足してお
り，必要な時期に適切に研修が実施されるようその対策
を打つべきであるとの指摘を踏まえるとともに，教員の
多忙化を解消するための負担軽減を狙った変更である。
また，同答申では，「当該研修を計画・実施する際に
は，グローバル化する社会において身に付けるべき資質
能力を意識しつつ，学校外のネットワークを最大限に活
用することが求められる。そのため，各地域において，
教職大学院等の大学だけでなく，地域や民間企業等の協
力も必要に応じて得ながら，それらのネットワーク化を
図りつつ研修を実施するなど，ミドルリーダーの育成に
ふさわしい研修とするための体制を整えることが期待
される。」（中央教育審議会，2015，p.26）と述べられて
いる。
以上，中堅教員に求められる資質・能力を政策・制
度レベルで概観してきた。中堅教員に求められる資質・
能力は，20 年前に示された内容と大きく変わっていな
いようにも見える。ただ，当時は求められる資質・能力
が総花的に網羅されており，教員は研修を適性に応じて
選択すればよかった。しかし，現在，社会の進歩や変
化のスピードが速まり，教員が自ら学ぶ必要性が高まっ
ていることに加え，職場には中堅に該当する年齢層の教
員が少なくなり，責任が重くのしかかっている。このよ
うに中堅教員を取り巻く環境が，以前に比べて遙かに切
迫感を増しているという現状に鑑みると，中堅教員の資
質・能力の向上に対して有効な手立てができていると
は，決していえない状態である。これらの展開からは，
たとえば，2000 年代前半に重視されていた能力，適性
に合わせた個人の資質・能力の向上と，以降重視されて
きた学校運営のミドルリーダーの役割としての能力の
向上の両者を重視するような中堅教員研修の手立ての
必要性が示唆されるのである。

3．2．社会改造主義的リフレクションに関する議論から
の示唆
ところで，個人の専門性の向上に資する研修内容とし
て，1990 年代以降，日本の教員研修において重視され
てきた概念に，リフレクション（reflection：省察）があ
る。これは，欧米の教師教育研究が紹介されていったこ
となどによって，「実践の外側で構成された理論を実践
に適用するのではなく，実践の中に埋め込まれた理論を
省察によって洗練させていく過程として，教師の成長過
程が捉えられるようになった」（藤岡・石井，2015，p.99）
ことに起因する。たとえばショーン（Schön, D.A.）やコ
ルトハーヘン（Korthagen, F.）などの理論に基づきつつ，
学び続ける教員の養成に寄与しうるような具体的な教
員研修がこれまで開発，実施されてきた。
このような状況下において，リフレクションによる教
員養成のあり方を考える際，ショーンらによる「省察」
概念は曖昧であったり，社会的な文脈への視点が希薄で
あったりすることなどが問題視されてきた。たとえば油
布佐和子（2016）は「近年，経済的グローバリゼーショ
ンが，人間生活のあらゆる領域の市場化を推進してお
り，ややもすれば教育の領域も内部に市場化の原理を無
自覚に抱え込むようになっている。実践という行為にの
み目を向けていたのでは，それが現代社会に関する座標
軸のどういった部分に位置づけられているのかを理解
することができない。」（p.149）と社会的文脈と教育実
践の関わりを省察する必要性を述べている。すなわち，
指導技術などの合理性を追求する面に焦点が当てられ
すぎる６があまり，社会的文脈への視点の欠如が起こっ
ていることへの問題意識といえる。このことは，教員研
修にとどまらず，教師教育一般の課題ともいえよう。
さらに，髙野貴大（2018）の議論は示唆的である。髙
野は，「教師を社会変革の主体に位置づけようとする」
（p.102）立場である社会改造主義７的な思考様式に基づ
いたリフレクションを重視する必要性を論じている。こ
の際，ザイクナー（Zeichner, K.）とリストン（Liston, D.）
による「省察的教育実践」論が検討されている。髙野は，
「社会改造主義的「省察」概念を内包する教員養成論で
は，学校教育の社会的文脈とその条件に焦点が当てら
れ，学校教育における多様性と公平性に目を向けること
が求められる。」（p.103）とする。つまり，「「マイノリティ
文化と学校教育でのマジョリティ」という視点であり，
「教師が，ラティーノの文化やアフリカン・アメリカン
の文化，ジェンダーと教育実践をどのように関係づける
のか」が重視される」（p.103）ような，公正な社会へ関
心を向けることを求めるリフレクションが必要だとす
るのである。髙野はこれらを踏まえ，ザイクナーとリス
トンの論を次のように整理している。
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　教師には，「倫理的熟考」が求められ，①思いやり
を持ち，目の前の子どもの状況に応じて寄り添いなが
ら実践を行う（「徳の倫理」）と同時に，②教室外部か
らの学校教育や子どもの「自由」を抑圧する要因に意
識を向け「声をあげる」存在でもある（「職責の倫理」）
とした。不確実な状況で，この両者の「倫理」を同
時にはたらかせることこそ教師の「省察」だとして，
教職の専門性を支える理論に位置づけた。（p.104）

ザイクナーとリストンは，「そのような教師養成には，
大学での教員養成課程における臨床経験と「土台」と
なる教育学的知識の互恵的な展開」（髙野，2018，p.103）
を必要としていたとされるように，教員養成課程での教
育実習を念頭に置いている向きもある。ただ，臨床経験
の豊かさを活かすことのできる教員研修，なかでも中
堅教員を対象とした研修は，よりその「互恵的な展開」
を期待できる。また，先の油布の指摘と合わせて考える
と，教員個人の目の前にある問題である指導法，指導技
術などに関する個人的な成長のみに目を向けるのでは
なく，より広い社会的な文脈に触れ，「社会的アクター」
８としての役割を担うことのできる「省察」を取り入れ
た中堅教員研修が重要であることを示唆する。またこの
ことは，中堅教員に求められる資質・能力が技術的合理
性を求めるものになってはいないかと，それを問い直す
必要性を投げかけるものといえる。しかしながら，この
ような，社会的文脈を踏まえた「省察」を前提とした中
堅教員研修は十分に展開されておらず，その具体像の提
示が必要な状況にあるといえる。
ただし，これらのことは，必ずしも，コルトハーヘ
ンなどの理論に基づいたリフレクション９の研修と矛盾
するものではないと考えられる。たとえば，コルトハー
ヘンの「知識」概念については，「客観的に記述された
理論や，客観的な記述のみをもとに理解しようとする
際の知識や理論を〈大文字の理論〉と呼ぶのに対して，
主観に結びつけながら理解される知識や理論を〈小文字
の理論〉」（山辺，2019，p.21）と呼んでおり，リフレク
ションの際には，この小文字の理論としての知識が習
得されることになる。ただ，「〈本質的な諸相への気づ
き〉に関連する何かしらの学術的な理論を提示すること
で，その気づきがより深まりそうな場合においては，〈大
文字の理論〉を紹介するのがよい」（山辺，2019，p.21）
とされている。この大文字の理論には，当然社会的な文
脈が含まれていることになるであろう。また山辺恵理子
（2015）は，コルトハーヘンによる「玉ねぎモデル」を
用いて自己を見つめ直した際に齟齬が生じたとき，「①
あなたにとって「理想の状態」とはなにか？どういう状
況をつくりたいのか？②あなたがその理想を実現する
のを阻んでいる「制限要因」とは何か？」（p.185）とい

う問いかけをすることが有効だとしており，その「制限
要因」には，社会的な文脈でのものも想定される。ただ，
髙野は「その社会的文脈を加味する水準が，実践との
関連でどこまで問われるかについて論究されてきたと
は言い難い」（髙野，2018，p.105）としている。つまり，
コルトハーヘンの ALACTモデルに基づくリフレクショ
ンを土台にするとしても，社会的文脈と実践との関係を
より意識する必要があることを示唆しているのである。
では，社会的文脈との関係性を，中堅教員研修において
どのように結ぶことができるだろうか。そこで，本稿で
はその一つの形として，コルトハーヘンの ALACTモデ
ルに基づくリフレクションを基礎としつつ，いかに社会
的な文脈と実践との繋がりを作り，また社会的アクター
の役割を担う存在としての自覚を促す手立てを取り入
れるのか，ということを念頭に置いて，研修を構想した
い。

４．公正な社会に向けた課題の設定
4．１．公正な社会に向けた課題の扱い方と研修活動内容

への示唆
先述した問題設定に基づくと，教員研修という場にお
いては，昨今の日本の教育に関連する文脈の中に，公正
な社会の実現に向けた課題を組み込み，「省察」の対象
とする必要がある。その課題の設定においては，どのよ
うなことを念頭に置けば良いのであろうか。
佐藤修司（1992）は，1930 年代の社会改造主義に関
する議論を検討した際，社会的論争問題を扱う理由と
して，「①社会変化が急速で，根本的なものである場合，
過去の習慣や伝統を学習することによっては，子どもの
真の自由が達成されないこと，②未来が全く不透明であ
り，子どもが成人した際に直面する社会問題が確定され
ないため，子どもは社会問題への対応の方法を学ぶ必要
があること，など」（p.12）を挙げている。そして，そ
の具体として，次のようなものを示している。

　社会改造主義が第一に目指していたことは，急速
な社会変化を知的に制御するための社会的知性（social 
intelligence）の構築であった。①諸事象における急速
で不可避的な変化の事実，②変化を制御する手段とし
ての知性の緊要性，③知性を構築する手段としての自
由な討議や理念の交換の有用性，④民衆自身が公的政
策を最終的に決定するという民主的理論，の四つが，
教育の自由を必要とする要因として挙げられる。（中
略＝稿者）第二は，個々人が社会変化に対応して伝統
的信念・行動を組替えていくために必要な知性の自由
（freedom of intelligence）であった。民主主義の原理は，
①外界からの権威的命令ではなく，個人が自らを十分
に成長させるように誘引すること，②個人の内面の外
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に他の権威に依拠せず，固定性や最終性を要求しない
こと，の二つ（後略＝稿者）（pp.11-12）

ここで示されている内容は，先にも述べたように
1930 年代における議論であるが，社会変化の急速さや，
未来の不透明さという面では，現代に通ずるものが極め
て大きいといえる。つまり，社会改造主義の立場から得
られた示唆を教員研修における手立てとして具現化す
るには，上記引用の「第二」として挙げられていること
を踏まえると，研修の枠組みを，受講者個人が学びたい
事柄を学べるようなものにするようにする必要がある。
そしてその具体的な方法には，受講者の選択の余地を保
証するため，複数の，現代的で容易に答えの出せない問
題領域への入り口となる課題を用意し，受講者の希望に
より学修する課題を選択させるということが示唆され
る。また，研修の内実においては，時代の変化や未来
の不透明さに向き合うことや，受講者間または受講者，
講師間での討議等意見交換の機会を設けることなどが，
具体的な活動，手立てとして組み込まれることの重要性
が示唆されるのである。
以上のことを踏まえ，本稿では，公正な社会に向けた
課題として，「インクルーシブ教育と合理的配慮」，「持
続可能な社会と学校防災」，「グローバル時代における多
文化共生」の三点を設定して研修を構想する。以下で
は特に，ここに示したそれぞれのテーマを扱うことが，
いかに公正な社会につながると想定されるのかを踏ま
えつつ構想していくこととする。

4．2．「インクルーシブ教育と合理的配慮」と公正な社会
特別支援教育学の観点からの「公正な社会」とは，障
害のある者とない者が共に同じ条件で社会参加を行う
ことができる状態であると考えることができる。そし
て，そのような公正な社会を実現するための仕組みがイ
ンクルーシブ教育システムである。インクルーシブ教育
システムとは，障害者の社会参加における障壁を除去
し，参加を促進することで障害のある者とない者の間の
区別を結果的になくしたうえで共に学ぶことのできる
仕組みのことである。このインクルーシブ教育システム
で重視される視点は，障害そのものを障害児・者個人
の努力によって克服するというものではなく，障害児・
者の社会参加を促すための環境調整・システム作りを
行うというものである。このようなそれぞれの障害児・
者の特性に応じて環境調整を行うことは，合理的配慮と
呼ばれる。合理的配慮としては，板書の難しい児童に対
して黒板の撮影を許可する，車椅子で移動する肢体不自
由児のために校内にスロープを設置するなどの例が挙
げられる。このような合理的配慮が世の中に広がること
で「公正な社会」は実現すると考えられる。

しかし，現状においてインクルーシブ教育システム
の構築は複雑であり課題が多いことが指摘されている 
（Lindsay, 2003）。その課題の一例として，どこまで支援
を行うことが合理的であるのか明確になっていないこ
と （高橋・高橋，2015），合理的配慮を受ける際に自ら
の障害を開示しなければならないというプライバシー
に関する課題（平林，2017）などが示されている。その
ため，「公正な社会」およびインクルーシブ教育システ
ムを実現するためには，上記のような多種多様な課題を
解決するために哲学的・理論的・実践的な側面から合理
的配慮について各個人，特に子ども達の主たる教育者で
ある教師の理解を促す必要がある。研修においては，イ
ンクルーシブ教育システムを実現するためのテクニッ
クに加えて，システムの普及に伴って生じると考えられ
る様々な影響や課題についても学び，さらにそれらを解
決するための力量を育成する必要があると考えられる。

4．3．「持続可能な社会と学校防災」と公正な社会
持続可能な社会およびその根本概念である持続可能
な開発（sustainable development, SD）の達成には，二つ
の公正が必要とされている。一つが「世代間の公正」で
ある。世代間の公正とは，現代世代が享受・利用できる
自然環境，経済活動による利益，社会的権利を，次世代
が同様に享受・利用できる権利を指す。もう一つが「世
代内の公正」である。世代内の公正とは，自然環境，経
済活動による利益，社会的権利を現代社会に暮らすすべ
て人々が享受・利用できる権利のことである。これら二
つの公正は，世界的に広まった 1987 年のブルントラン
ト委員会による SDの定義「将来の世代のニーズを満た
す能力を損なうことなく，現在の世代のニーズを満たす
開発」（ストレンジ・ベイリー，2011，p.26）に由来す
る 10。持続可能な社会を達成するための一手段に位置づ
けられる学校防災（防災教育）11 においても，当然なが
ら，二つの公正に関連する内容を児童・生徒が学ぶ必要
がある。
ところで，防災教育と二つの公正はどのようにつなが
りうるのだろうか。防災教育は「平常時における事前準
備→災害発生時→復旧・復興期→復興後の 4つの段階に
おいて，人々が自ら災害に適切に対応し，被害を軽減す
ることができるようになる（減災）ための知識を備え，
判断し，行動する能力を育てる」（桜井，2013，p.152）
ことを目的とした教育活動である。防災教育の目的と二
つの公正の関連を児童・生徒に育みたい，あるいは育む
べき能力という視点から整理すると以下になる。
「世代間の公正」については，「平常時における事前
準備→災害発生時→復旧・復興期→復興後」という時間
軸に着目する。当然ながら，自然災害の発生により，次
世代の自然環境，経済活動による利益，社会的権利を享
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受・利用する権利は制限される 12。防災教育の目指すと
ころは，災害時における個々人の安全確保のための能力
の育成である。しかしながら「世代間の公正」もあわせ
て達成するためには，災害後における次世代の権利制限
をいかに小さくするかという考えを踏まえて社会を復
興・再建できる能力の育成も視野に入れる必要がある。
一方「世代内の公正」は，「被災地―非被災地」とい
う空間軸に着目する。被災地では自然環境，経済活動に
よる利益，社会的権利の享受・利益を行使する権利が
著しく制限される。これに対して，国内外の非被災地
からは，災害直後よりさまざまな形で支援がなされる。
現在の防災教育では，自身が被災する（被災地にいる）
ことを前提に自身の安全をいかに確保するのか（自助・
公助）を目指したものが多く，非被災地から被災地や被
災者に対してどのように関与すべきか（共助）いう学習
や取組は前者に比べて少ない。「世代内の公正」を保障
するためには，自助・公助だけでなく，共助の視点から
被災地・被災者のために行動ができる能力の育成も必要
となる 13。
では，このような能力を子どもたちが獲得できる防災
教育の学習活動や方略は，どうあるべきだろうか。本研
修では教師がこのような課題意識に基づき，防災教育の
理念や展開の過程といった理論を学ぶとともに，具体的
な学習活動や方略を開発することを目指す。

4．4．「グローバル時代における多文化共生」と公正な社
会
「グローバル時代における多文化共生」と公正な社会
に関わる教育（特に学校教育）について考える際には，
「グローバル化と国際化の意味の違いを見極めつつ，両
者を分けずに扱うのではなく，どちらの現象を扱ってい
るのかを明確」にすると同時に，「4Fやマイノリティの
支援といった社会福祉の観点も取り入れることで，「国
（民）」の枠組みのみに依拠しない教育」（坂口，2020，p.37）
14について議論することが重要になるといえる。そこで，
構想する研修においても，そのような観点に基づいた講
義・演習を実施することを目指す。具体的には，先行す
る議論を踏まえつつ，グローバル化の進行による日本社
会の人口構造の変化等により，学校教育の意味内容の再

考が求められているという点，グローバル時代といわれ
る以前から，日本社会では「多文化共生」の課題が議論
されてきた点や，多文化社会として長年歩んできたアメ
リカ合衆国（以下，アメリカ）や同国とは異なる社会
的背景を有する南アフリカ共和国（以下，南アフリカ）
といった諸外国の「多文化共生」の議論や実践の到達
点等を整理しつつ，「グローバル時代における多文化共
生」のための教育について探究することを目指す。また，
公正な社会という観点から，既存の議論を踏まえつつ，
日本社会の外国人児童生徒の教育権利の保障について
議論することが求められているという点，社会的マイノ
リティが置かれてきた状況を考慮する必要があるとい
う点や，「郷に入りては郷に従え」を超越した視点が重
要であるといった点の理解を促すことを心掛ける。
そして，構想する研修の着地点としては，「共生社会」
に関する先行研究の議論（e.g. 野口，2003）を踏まえつ
つ，一つの社会の中で生きる人々の背景が常に変化する
／多様化するグローバル時代においては，到達目標とし
てではなく日々の実践過程そのものとして，「多文化共
生」を試行していくほかないという点の理解を浸透させ
ることに取り組むことが挙げられる。

５．社会的アクターとしての役割を担うための中
堅教員研修の構想
さて，前節で示した，考えることで公正な社会の実現
につながる現代的な三つの課題は，いずれも昨今の社会
背景，世界的な視野で捉えることが〔可能な／必要な〕
ものといえる。
では，そのような課題を取り入れる研修の内実に関し
て，さらにより具体的な手立てにはどのようなものが考
えられるのであろうか。研修に組み込む活動の一つとし
て着目できる論考に，武田信子・金井香里・横須賀聡子
編著（2016）がある。武田らは，リフレクションの三つ
のレベルとして，①ミクロレベル，②メゾレベル，③
マクロレベルを挙げている（pp.14-15）。それぞれのレ
ベルの具体についての記述を稿者によって整理すると，
表１のようになる。
このうち，「教育の背景にある社会のシステムや価値
観を問う」（武田ら，2016，p.25）マクロレベルのリフ

表 １　武田らによるリフレクションのレベル区分
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クロレベルを挙げている（pp.14-15）。それぞれのレベルの具体についての記述を稿者によって整理すると、表１

のようになる。 
表１ 武田らによるリフレクションのレベル区分 

リフレクションのレベル レベルの定義 

ミクロレベル 授業や日頃の言動などの教育における個人の実践を、教育技術や教材研究などの視点から吟味する

リフレクション。 

メゾレベル 学校とそれを取り巻くコミュニティを、実践の場のあり方としてどうかと吟味し、所属する組織の

構造や学校文化を問い直すリフレクション。 

マクロレベル 教育実践の背景にある文化、政治、経済、法律などの社会システムやそれを支える価値観に対する

リフレクション。あたり前とされている教育のあり方や将来的なビジョンについて、子どもたちの

幸せの観点から問いかけるリフレクション。 

このうち、「教育の背景にある社会のシステムや価値観を問う」（武田ら，2016，p.25）マクロレベルのリフレク

ションは、先に検討した社会改造主義的なリフレクションを志向するという方向性と関係性の深い物として捉え

られる。ところでマクロレベルのリフレクションに資する活動の具体として、武田らは、「生徒たちの 15 年後」

を考えるグループワークを提案している（pp.25-26）。この概要や手順を稿者によって整理すると、おおよそ表２
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レクションは，先に検討した社会改造主義的なリフレ
クションを志向するという方向性と関係性の深いもの
として捉えられる。ところでマクロレベルのリフレク
ションに資する活動の具体として，武田らは，「生徒た
ちの 15 年後」を考えるグループワークを提案している
（pp.25-26）。この概要や手順を稿者によって整理すると，
おおよそ表２の通りである。
このように，15 年前の状況や現在，そして 15 年後と
いう，そう遠くない未来の社会状況に対する思考の往
還をすることを求めているのである。これにより，必然
的にマクロレベルのリフレクションが果たされるとい
うのである。これを踏まえ，中堅教員である受講者に，
初任者であったときのことを思い出すことを求めたい

ということと，多文化共生等，社会変化のスピードが速
い事柄を扱っているということなどの理由から本稿で
構想する研修においては，15 年を 10 年に置き換えて構
想したい。
ここまで，検討したように，教師個人の成長だけでな
く，社会改造主義的なリフレクションが示唆する，社会
的アクターの役割を担う存在としての教師ということ
を念頭に置きつつ，中堅教員を対象としたリフレクショ
ン研修における活動の概要を次の表３のように構想す
る 15。なお，太字部分が，社会改造主義的なリフレクショ
ンにつながると考えられる活動内容である。
以降では，このような構想と同じ方向性を持って実際
に実施した研修における受講者の学修した姿を示すこ

表 2　武田らの提案する「生徒たちの １5 年後」を考える活動の手順

表 3　構想する研修の概要

の通りである。 
表２ 武田らの提案する「生徒たちの 15年後」を考える活動の手順 

① 今から 15 年前の生活の様子を思い出し、グループでチャット（談話＝稿者補）する。 

② グループの真ん中に模造紙を置き、生活地域の様子、ICT、電気製品、物質的な発展の様子、人間関係のあり方、学校教育、

経済活動、世界平和、地下資源、自然環境、原子力など、今から 15年後の生活を予測する。 

③ 自由に語り合い、模造紙に文字や絵で、15 年後の社会を書く。 

④ その社会に生きる生徒は、15 年後のために学校教育で何を身につけておくとよいか意見を出し合い、それをもう一枚の模

造紙に書く。 

⑤ 15 年後を見据えた教育を実現するために、教員は今、何をすればいいか、グループで話し合う。 

このように、15 年前の状況や現在、そして 15 年後という、そう遠くない未来の社会状況に対する思考の往還

をすることを求めているのである。これにより、必然的にマクロレベルのリフレクションが果たされるというの

である。これを踏まえ、中堅教員である受講者に、初任者であったときのことを思い出すことを求めたいという

ことと、多文化共生等、社会変化のスピードが速い事柄を扱っているということなどの理由から本稿で構想する

研修においては、15 年を 10 年に置き換えて構想したい。 
 ここまで、検討したように、教師個人の成長だけでなく、社会改造主義的なリフレクションが示唆する、社会

的アクターの役割を担う存在としての教師ということを念頭に置きつつ、中堅教員を対象としたリフレクション

研修における活動の概要を次の表３のように構想する 14。なお、太字部分が、社会改造主義的なリフレクション

につながると考えられる活動内容である。 
表３ 構想した研修の概要 

研修項目 時間数 目的 内容、形態、使用教材、進め方等 

 
事前学習 
総論Ⅰ 

 

１ 
 
 
 

〇ALACTモデルおよび各課

題に関する概要を理解する。 
 

ALACT モデルのイメージと各講座（インクルーシブ教育／防災教育／多文

化共生教育）の概要の DVD 視聴:各約５～10 分、計 40 分程度 
■選択する講座のチャプターだけでなく、可能な限り他の講座のチャプター

を視聴するように促す。 
 

総論Ⅱ 
 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

〇自分の振り返りの特徴を

つかみ、子どもの視点で振り

返るトレーニングをする。 
〇「８つの問い」を学ぶ。 
〇他の受講者の解釈を聞き、

自分の視点が一つの見方で

あることを学ぶ。 

コルトハーヘンの「８つの問い」を用いた振り返りのワーク 
１．自己紹介アクティビティ 
２．ビデオを用いた「８つの問い」の演習 
■中学校の新任教員の席替えの場面を 10 分程度切り取ったビデオを使用。 
 

 
各論Ⅰ 

 
 
 
 
 

３ 〇各講座にて、インクルーシ

ブ教育／防災教育／多文化

共生に関する経験を書き出

す方法を学ぶ。 

各講座（インクルーシブ教育、防災教育、多文化共生）に分かれて教員生活

の振り返りと課題の設定 
１．新任教員のころの振り返り 
２．インクルーシブ教育／防災教育／多文化共生に関する経験を書く 
３．「８つの問い」を用いてグループでエピソードを掘り下げる 
■それぞれのエピソードをグループで聴き合う（一人が話し手、一人が聞き

手、一人が書き手）。「８つの問い」を用い、各エピソードを掘り下げる。 
 

各論Ⅱ 
 

２ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る世界的な動向・歴史的な背

景、それぞれのニーズに即し

た学問知を学ぶ（これからの

実践の根拠づけ）。 
 
 

１．現代的教育課題に関する講義・演習 
■基本的には課題ごとの講義・演習。ただし、現代的な教育課題の社会背景、

世界（日本）の全体的な動向と歴史的な背景は適宜取り入れる。 
■はじめに簡単に（現場での）自分なりのインクルーシブ（合理的配慮）／

学校防災／多文化共生の概念を書く。講義・演習の最後にもう一度自分の思

っていた概念にどのような変化があったかを書く。 
■単なる課題の対処方法を考えるのではなく、各論Ⅰでの経験の振り返りを

踏まえ、新たな自分のインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の概念を

作ることに重点を置くように促す。 
 

各論Ⅲ 
 
 
 
 

３ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る大きな動向と自分の実践

を重ね合わせて振り返る方

法を学ぶ。これからの自分の

学校での実践を構想する。 

１．現代的教育課題に関する講義・演習（つづき） 
２．10 年後の未来を想像するリフレクションのワーク 
■ワークシートを使って、10 年前の過去を思い返すリフレクションを行う。

その後、ワークシートを使って、10 年後の未来を予想する。さらに 10 年後

の日本社会においてインクルージョン／防災教育／多文化共生がどのよう

に展開されているのかを想像するワークを行う。 
 

各論Ⅳ 
 
 
 
 
 

２ 〇各講座で、これまでの活動

を踏まえて当該年中に自分

（自校）で取り組むことにつ

いて考える（レポート作成）。 

各自の課題に即した解決策のレポート作成 
１．これから自分の学校で行う実践について考える 
■（ワークシートを使って）個人で自分の実践的な課題を設定する。その課

題に対して、どのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り

組みをできるのかについて考える。 
２．今年中に自校で取り組むことについて考える（レポート作成） 
■各自でどのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り組み

の通りである。 
表２ 武田らの提案する「生徒たちの 15年後」を考える活動の手順 

① 今から 15 年前の生活の様子を思い出し、グループでチャット（談話＝稿者補）する。 

② グループの真ん中に模造紙を置き、生活地域の様子、ICT、電気製品、物質的な発展の様子、人間関係のあり方、学校教育、

経済活動、世界平和、地下資源、自然環境、原子力など、今から 15年後の生活を予測する。 

③ 自由に語り合い、模造紙に文字や絵で、15 年後の社会を書く。 

④ その社会に生きる生徒は、15 年後のために学校教育で何を身につけておくとよいか意見を出し合い、それをもう一枚の模

造紙に書く。 

⑤ 15 年後を見据えた教育を実現するために、教員は今、何をすればいいか、グループで話し合う。 

このように、15 年前の状況や現在、そして 15 年後という、そう遠くない未来の社会状況に対する思考の往還

をすることを求めているのである。これにより、必然的にマクロレベルのリフレクションが果たされるというの

である。これを踏まえ、中堅教員である受講者に、初任者であったときのことを思い出すことを求めたいという

ことと、多文化共生等、社会変化のスピードが速い事柄を扱っているということなどの理由から本稿で構想する

研修においては、15 年を 10 年に置き換えて構想したい。 
表３ 構想した研修の概要 

研修項目 時間数 目的 内容、形態、使用教材、進め方等 

 
事前学習 
総論Ⅰ 

 

１ 
 
 
 

〇ALACTモデルおよび各課

題に関する概要を理解する。 
 

ALACT モデルのイメージと各講座（インクルーシブ教育／防災教育／多文

化共生教育）の概要の DVD 視聴:各約５～10 分、計 40 分程度 
■選択する講座のチャプターだけでなく、可能な限り他の講座のチャプター

を視聴するように促す。 
 

総論Ⅱ 
 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

〇自分の振り返りの特徴を

つかみ、子どもの視点で振り

返るトレーニングをする。 
〇「８つの問い」を学ぶ。 
〇他の受講者の解釈を聞き、

自分の視点が一つの見方で

あることを学ぶ。 

コルトハーヘンの「８つの問い」を用いた振り返りのワーク 
１．自己紹介アクティビティ 
２．ビデオを用いた「８つの問い」の演習 
 

 
各論Ⅰ 

 
 
 
 
 

３ 〇各講座にて、インクルーシ

ブ教育／防災教育／多文化

共生に関する経験を書き出

す方法を学ぶ。 

各講座（インクルーシブ教育、防災教育、多文化共生）に分かれて教員生活

の振り返りと課題の設定 
１．新任教員のころの振り返り 
２．インクルーシブ教育／防災教育／多文化共生に関する経験を書く 
３．「８つの問い」を用いてグループでエピソードを掘り下げる 
■それぞれのエピソードをグループで聴き合う（一人が話し手、一人が聞き

手、一人が書き手）。「８つの問い」を用い、各エピソードを掘り下げる。 
 

各論Ⅱ 
 

２ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る世界的な動向・歴史的な背

景、それぞれのニーズに即し

た学問知を学ぶ（これからの

実践の根拠づけ）。 
 
 

１．現代的教育課題に関する講義・演習 
■基本的には課題ごとの講義・演習。ただし、現代的な教育課題の社会背景、

世界（日本）の全体的な動向と歴史的な背景は適宜取り入れる。 
■はじめに簡単に（現場での）自分なりのインクルーシブ（合理的配慮）／

学校防災／多文化共生の概念を書く。講義・演習の最後にもう一度自分の思

っていた概念にどのような変化があったかを書く。 
■単なる課題の対処方法を考えるのではなく、各論Ⅰでの経験の振り返りを

踏まえ、新たな自分のインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の概念を

作ることに重点を置くように促す。 
 

各論Ⅲ 
 
 
 
 

３ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る大きな動向と自分の実践

を重ね合わせて振り返る方

法を学ぶ。これからの自分の

学校での実践を構想する。 

１．現代的教育課題に関する講義・演習（つづき） 
２．10 年後の未来を想像するリフレクションのワーク 
■ワークシートを使って、10 年前の過去を思い返すリフレクションを行う。

その後、ワークシートを使って、10 年後の未来を予想する。さらに 10 年後

の日本社会においてインクルージョン／防災教育／多文化共生がどのよう

に展開されているのかを想像するワークを行う。 
 

各論Ⅳ 
 
 
 
 
 
 

２ 〇各講座で、これまでの活動

を踏まえて当該年中に自分

（自校）で取り組むことにつ

いて考える（レポート作成）。 

各自の課題に即した解決策のレポート作成 
１．これから自分の学校で行う実践について考える 
■（ワークシートを使って）個人で自分の実践的な課題を設定する。その課

題に対して、どのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り

組みをできるのかについて考える。 
２．今年中に自校で取り組むことについて考える（レポート作成） 
■各自でどのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り組み

をできるのかについてレポート作成を行い、交流、振り返りを行う。 
 

総論Ⅲ 
 
 
 

３ 〇他講座の受講者との学び

の共有をする。 
〇今後、校内研修等でリフレ

クションを進める方法を構

築する。 

これまでの学びの振り返り 
■研修の枠組み、「リフレクション」の考え方の説明 
■現場での「学びのサイクル」実践についてのグループワーク 
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とによって，どのような姿が，社会的アクターとしての
役割を担う教員という観点からの学修を達成した姿な
のかを明らかにする。

６．中堅教員の研修における受講者の学びと思考
過程――社会的な文脈とリフレクションに着目
して
本節の目的は，ここまでに検討してきた目指すべき中
堅教員の「省察」および研修のあり方について，①その
「省察」がどのような教師の姿として具体化されるのか，
②表３で構想した研修は目指すべき「省察」にどのよう
に寄与し得るのか，という二点を，研修を通して得られ
た実際の中堅教員の語りの中から探ることである。そこ
で以下では，2019 年度に実施した教員研修の受講者の
中で，事後インタビューにおいて特徴的な語りをしてい
た一人の受講者ウエノ氏（仮名）に焦点を合わせて検討
する。なお，ここでの目的は，研修の成果を検証するこ
とではなく，実際の教師の語りの中から目指すべき教師
像や研修のあり方を模索することにある点は再度確認
しておきたい。
以下では，ウエノ氏の研修を通しての学びや思考過程
について検討するために，まず研修に関する受講者アン
ケート（研修受講前の調査，研修受講後の調査）の分
析を通して，ウエノ氏の研修の理解およびリフレクショ
ンについての意識を確認する。そのうえで，ウエノ氏に
どのような学びが見られたのか，また「省察」について
どのような思考をしていたのかについて，事後のインタ
ビュー 16 から考察する。なお，当該研修は兵庫県の「令
和元年度　高等学校中堅教諭等資質向上研修」における
「教育課題研修」の一つとして神戸市内で実施したもの
であり，本研究に関連する上記の調査の実施についての
了承を得ている。日程は，2019 年７月 30 日，８月 20 日，
８月 21 日の３日間で行った。受講者は 13 名（「インク
ルーシブ教育と合理的配慮」７名，「グローバル時代に
おける多文化共生」６名）であり，「持続可能な社会と
学校防災」は受講者不足のため開講しないこととなっ
た。また，受講者アンケートで協力への同意が得られた

のは，受講者アンケートで 12 名，事後のインタビュー
で８名であった。

6．１．アンケートに見る全体的な傾向に対するウエノ氏
の位置づけ
研修受講前のアンケートでは，受講者 12 名のうち８
名が専修免許状を所持している 17 と回答している。加
えて，当該研修が主題とするリフレクションに強く関
連する学び続ける教師としての資質能力 18 の研修前の
習得状況ついてもたとえば「常に自らの学びを省察し，
課題を見つけて改善することができる」および「長期
的視野を持って，自らの職能成長を図ることができる」
について２名が「身につけている」，７名が「まあ身に
つけている」と回答している。これらのことから，教
育に対する意識の高い受講者集団であることが窺える。
その中で，ウエノ氏は専修免許状を所持しており，「常
に自らの学びを省察し，課題を見つけて改善することが
できる」については「まあ身につけている」，「長期的視
野を持って，自らの職能成長を図ることができる」につ
いては「身につけている」と回答しており，全体の中で
はややリフレクションに対する意識が高い存在である
と考えられる 19。
研修受講後のアンケートでは，研修内容への理解や満
足度について問う項目を設定しているが，ウエノ氏は
「各論（インクルーシブ教育と合理的配慮／持続可能な
社会と学校防災／グローバル時代における多文化共生）
の研修内容は理解できましたか」に対して「すべて理解
できた」（受講者全体で「すべて理解できた」は２名，「ほ
ぼ理解できた」は 10 名），「学びのまとめと『教師の学
びのサイクル』の構築」の研修内容は理解できましたか」
に対して「ほぼ理解できた」（受講者全体で「すべて理
解できた」は１名，「ほぼ理解できた」は 11 名）と回答
していることからも，研修内容に対する理解への自己評
価は高い。研修内容についての満足度についてもウエノ
氏は「総合的にみて，今回の研修に満足していますか」
に対して「満足している」（受講者全体で「満足している」
は８名，「まあ満足している」は４名），「総合的にみて，

の通りである。 
表２ 武田らの提案する「生徒たちの 15年後」を考える活動の手順 

① 今から 15 年前の生活の様子を思い出し、グループでチャット（談話＝稿者補）する。 

② グループの真ん中に模造紙を置き、生活地域の様子、ICT、電気製品、物質的な発展の様子、人間関係のあり方、学校教育、

経済活動、世界平和、地下資源、自然環境、原子力など、今から 15年後の生活を予測する。 

③ 自由に語り合い、模造紙に文字や絵で、15 年後の社会を書く。 

④ その社会に生きる生徒は、15 年後のために学校教育で何を身につけておくとよいか意見を出し合い、それをもう一枚の模

造紙に書く。 

⑤ 15 年後を見据えた教育を実現するために、教員は今、何をすればいいか、グループで話し合う。 

このように、15 年前の状況や現在、そして 15 年後という、そう遠くない未来の社会状況に対する思考の往還

をすることを求めているのである。これにより、必然的にマクロレベルのリフレクションが果たされるというの

である。これを踏まえ、中堅教員である受講者に、初任者であったときのことを思い出すことを求めたいという

ことと、多文化共生等、社会変化のスピードが速い事柄を扱っているということなどの理由から本稿で構想する

研修においては、15 年を 10 年に置き換えて構想したい。 
表３ 構想した研修の概要 

研修項目 時間数 目的 内容、形態、使用教材、進め方等 

 
事前学習 
総論Ⅰ 

 

１ 
 
 
 

〇ALACTモデルおよび各課

題に関する概要を理解する。 
 

ALACT モデルのイメージと各講座（インクルーシブ教育／防災教育／多文

化共生教育）の概要の DVD 視聴:各約５～10 分、計 40 分程度 
■選択する講座のチャプターだけでなく、可能な限り他の講座のチャプター

を視聴するように促す。 
 

総論Ⅱ 
 
 
 
 
 

２ 
 
 
 
 

〇自分の振り返りの特徴を

つかみ、子どもの視点で振り

返るトレーニングをする。 
〇「８つの問い」を学ぶ。 
〇他の受講者の解釈を聞き、

自分の視点が一つの見方で

あることを学ぶ。 

コルトハーヘンの「８つの問い」を用いた振り返りのワーク 
１．自己紹介アクティビティ 
２．ビデオを用いた「８つの問い」の演習 
 

 
各論Ⅰ 

 
 
 
 
 

３ 〇各講座にて、インクルーシ

ブ教育／防災教育／多文化

共生に関する経験を書き出

す方法を学ぶ。 

各講座（インクルーシブ教育、防災教育、多文化共生）に分かれて教員生活

の振り返りと課題の設定 
１．新任教員のころの振り返り 
２．インクルーシブ教育／防災教育／多文化共生に関する経験を書く 
３．「８つの問い」を用いてグループでエピソードを掘り下げる 
■それぞれのエピソードをグループで聴き合う（一人が話し手、一人が聞き

手、一人が書き手）。「８つの問い」を用い、各エピソードを掘り下げる。 
 

各論Ⅱ 
 

２ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る世界的な動向・歴史的な背

景、それぞれのニーズに即し

た学問知を学ぶ（これからの

実践の根拠づけ）。 
 
 

１．現代的教育課題に関する講義・演習 
■基本的には課題ごとの講義・演習。ただし、現代的な教育課題の社会背景、

世界（日本）の全体的な動向と歴史的な背景は適宜取り入れる。 
■はじめに簡単に（現場での）自分なりのインクルーシブ（合理的配慮）／

学校防災／多文化共生の概念を書く。講義・演習の最後にもう一度自分の思

っていた概念にどのような変化があったかを書く。 
■単なる課題の対処方法を考えるのではなく、各論Ⅰでの経験の振り返りを

踏まえ、新たな自分のインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の概念を

作ることに重点を置くように促す。 
 

各論Ⅲ 
 
 
 
 

３ 〇インクルーシブ教育／防

災教育／多文化共生に関す

る大きな動向と自分の実践

を重ね合わせて振り返る方

法を学ぶ。これからの自分の

学校での実践を構想する。 

１．現代的教育課題に関する講義・演習（つづき） 
２．10 年後の未来を想像するリフレクションのワーク 
■ワークシートを使って、10 年前の過去を思い返すリフレクションを行う。

その後、ワークシートを使って、10 年後の未来を予想する。さらに 10 年後

の日本社会においてインクルージョン／防災教育／多文化共生がどのよう

に展開されているのかを想像するワークを行う。 
 

各論Ⅳ 
 
 
 
 
 
 

２ 〇各講座で、これまでの活動

を踏まえて当該年中に自分

（自校）で取り組むことにつ

いて考える（レポート作成）。 

各自の課題に即した解決策についてのレポート作成 
１．これから自分の学校で行う実践について考える 
■（ワークシートを使って）個人で自分の実践的な課題を設定する。その課

題に対して、どのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り

組みができるのかについて考える。 
２．今年中に自校で取り組むことについて考える（レポート作成） 
■各自でどのようにインクルーシブ教育／防災教育／多文化共生の取り組み

をできるのかについてレポート作成を行い、交流、振り返りを行う。 
 

総論Ⅲ 
 
 
 

３ 〇他講座の受講者との学び

の共有をする。 
〇今後、校内研修等でリフレ

クションを進める方法を構

築する。 

これまでの学びの振り返り 
■研修の枠組み、「リフレクション」の考え方の説明 
■現場での「学びのサイクル」実践についてのグループワーク 
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今回の研修で学んだことは教育現場で役立ちそうです
か」に対して「役に立ちそう」（受講者全体で「役に立
ちそう」は９名，「まあ役に立ちそう」は３名）と回答
しており，満足度が高い存在として位置づけられる。
これらを踏まえると，ウエノ氏はリフレクションに対
する意識も高く，研修内容を理解し，研修に対する満足
度も高い受講者であるといえる。もちろん，以下の分析
ではウエノ氏が相対的にリフレクションに対する意識
が高い存在であることには十分に留意する必要はある
が，研修を受講した教師の語りの中から目指すべき教
師像や研修のあり方を模索するという本稿の課題に沿
えば，当該研修に積極的な意味（価値）を見出す教師
に着目する意義があると考え，ウエノ氏のインタビュー
での語りに焦点化し分析を進める。

6．2．受講者のインタビューから
次に，上記の課題意識のもとで行った教員研修におい
て，ウエノ氏にどのような学びが見られたのか，また「省
察」についてどのような思考をしていたのかについて，
事後のインタビューから考察することとしたい。ここで
は，①リフレクションというテーマと公正な社会づくり
に寄与する課題（「インクルーシブ教育と合理的配慮」，
「持続可能な社会と学校防災」，「グローバル時代におけ
る多文化共生」）との関係をどのように認識しているか，
②研修を通して，受講者の中で多文化共生（教育）へ
の関わり方がどのように変わっているか，③個人の実
践のリフレクションの面についてはどのような学びが
あったか，という３点から整理する。なお，インタビュー
の引用において，下線による強調および［］内の言葉は
稿者が加筆したものである。

6．2．１．リフレクションと公正な社会との関係について
の学び
まず，プログラムについての良かった点や改善点を聞
いた際に，ウエノ氏は次のように語っている。
○ウエノ氏　全体について，インクルーシブ，防災，多
文化共生の三つを，どれを取るか，すごい悩んだんで
す。でも，これをひとまとめにするっていうことは，
結局，みんな，贅沢じゃなくってちょっと幸せに安全
に暮らしたいって願っているっていうことが，わかっ
たらいい。それを現場に届けてほしいっていうことな
んかなと勝手に思っ［たんです］。そのためにリフレ
クションノートを振り返って，そのかたちってどうな
の［か］。みんなが幸せに，ほっとできる空間づくり，
環境づくりというのはどんどん日々刻々と変わって
いくから，振り返りも大切やろなとかいろいろ自分の
勝手に観点にどん［と］落とし込んで，だから，今回
は私がオーストラリアの多文化主義についてちょっ

と学んでいたというのも［あって］取らせていただい
たけど，私多分，どの三つ取ってもすごく充実した３
日間になったな。結局，収斂されるのはそこなのかな
と思いました。
○インタビュアー　　そうなんですよね。はじめ防災も
選択肢の中に設けていたものの，開講されずというこ
と…，違いますか。
○ウエノ氏　どれも防災も関係あるし，インクルーシブ
教育っていうのも，私自分の祖父がけがで小っちゃい
ころに両眼をもう，全盲やって，っていうこともあっ
て，特別支援のことに関しても関心はあったので。で
もやっぱり，いろんな三つ通して，やっぱこう，みん
な違うということ，みんな幸せになりたい。
○インタビュアー　　通底している部分はね。
○ウエノ氏　そうそう。通底している部分はあると思っ
て，それは自分の中のコア・クオリティーというか，
信念でもあるので，何かそういう人たちとおんなじ空
間にいて，一緒に空気吸えたっていうか，意見をかわ
せたっていうのはすごく自分の教師生活の中でもす
ごく大きいことやと思いました。
この語りでは，「インクルーシブ，防災，多文化共
生」をまとめる概念として，「みんな，贅沢じゃなくっ
てちょっと幸せに安全に暮らしたい」という願いを見出
している。そして，「みんなが幸せに，ほっとできる空
間づくり，環境づくりというのはどんどん日々刻々と変
わっていく」から，「振り返りも大切やろな」という考
えに至っている。ここで述べられている，贅沢ではなく
てもみんなが幸せに暮らすという考え方は，公正な社会
をつくるという考え方と同様のものとみることができ
る。また，みんなが幸せに暮らすこと（公正な社会を築
くこと）と，振り返りが大切であること（リフレクショ
ンが必要であること）をつなげて考えている様子が窺え
る。
ここでウエノ氏が示している「インクルーシブ，防災，
多文化共生」と「リフレクション」の関係をみんなの幸
せという視点でつなぐという認識は，ウエノ氏自身が
「自分の勝手に観点にどん［と］落とし込んで」と述べ
ているように，本研修の中で意図的に目指していた成果
ではない。また，本研修では多文化共生の受講者とイ
ンクルーシブ教育の受講者の交流を設けていたものの，
ウエノ氏が示していた三つの講座を統合する「幸せ」へ
の気づきは，必ずしも本研修の講義・演習を通して培
われたものとはいえないだろう。しかしながら，「イン
クルーシブ，防災，多文化共生」と「リフレクション」
がつながることによって，単にリフレクションを自身の
実践の反省と捉えるのではなく，公正な社会という視点
からリフレクションを捉えるという認識へと至る可能
性を見出すことができる。また，「みんな違うというこ
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と，みんな幸せになりたい」という考えを，「自分の中
のコア・クオリティー」や「信念」という（コルトハー
ヘンの）リフレクションの概念と関連づけて理解してい
る様子を窺うことができる。

6．2．2．多文化共生（教育）への関わり方がどのように
変わっているか
次に示すのは，先に示した語りに続いて，研修の改善
点について質問した際に得られた語りである。
○インタビュアー　　何か改善点とか，マイナスの面な
いですか。
○ウエノ氏　　それは，すごく気になるのが，何て言っ
ていったらいいのか，アメリカと南アフリカの多文化
主義っていうのを見てきたんですけれども，実は私た
ちが一番目を向けないといけないのは日本の多文化
共生教育の歴史。で，こういう良い実践というのはあ
ると思うんですけど，防災っていう視点から見ると，
すごく大変。まだまだやと思うんですよね。プラス…
なので，どうなんでしょうね。それをなんていうん
やろ，だから日本の多文化共生教育を真っ正面から
ドンって見ていく…［多文化共生を担当した講師が］
言ってはったのか，そもそも教育の国の法規がないっ
ていうのがびっくりして，それがもう言わんとするこ
となのかな，結論なのかなと思って，結局日本の現状
はどうやったんかな。それを私たちが今。
○インタビュアー　　私たちが主体になって。
○ウエノ氏　　あれなんやなって［思って］，私らがつ
くり上げていかなあかんことなのかなと思って，そう
いうことなら協力できることがあればと思いました。
ここは，「グローバル時代における多文化共生」につ
いての講義・演習の改善点について，多文化共生教育
の日本の現状について知りたかったというウエノ氏の
意見が述べられている個所である。しかしながら，裏
を返せば，世界の「多文化主義」を知ることによって，
「実は私たちが一番目を向けないといけないのは日本の
多文化共生教育の歴史」だという，日本が置かれている
「多文化共生教育」への問題意識を再確認している語り
とも読むことができる。少なくとも，「アメリカと南ア
フリカの多文化主義」を学ぶことによって，日本の多文
化共生教育の現状を相対化している様子が窺える。そし
て，日本の多文化共生教育を正面からとらえる必要性が
述べられるとともに，「私らがつくり上げていかなあか
んことなのかな」という意志が述べられている。社会改
造主義的な発想に基づいて見てみると，この姿は，社会
的アクターの役割を担う教師として，いかに自分が（教
育から）社会をより良くすることに関わることができる
か，という問いに向き合っているものととらえられるだ
ろう。

6．2．3．個人の実践のリフレクションの面ではどのよう
な学びがあったか
ここまで，ウエノ氏の語りの中に，みんなの幸せとリ
フレクションをつなげて認識していることと，日本の多
文化共生教育の現状に対して問いかける「社会的アク
ター」の側面が見られることを確認してきた。他方で，
ウエノ氏へのインタビューの別の箇所からは，社会的な
文脈や公正だけでなく，生徒に対する授業実践のリフレ
クションについて学んでいる様子も窺える。次に示すの
は，「学びのサイクル」の中の「（学んだことを）現場で
実践すること」が身についているかどうかを質問した際
に得られた語りである（インタビューの順番としては，
次に示すものが先に行われた）。
○インタビュアー　　［略］現場で実践することの項目
については，いかがでしょうか。
○ウエノ氏　　学んだこと，リフレクションなんですけ
ど，英語に関してはもっと私の授業，リフレクション，
振り返りっていうのが，すごく簡単やったんです。「私
の授業のいいところと改善点，どっちも書いてくださ
い。」って言っ［て］たんです。で，書いてもらって
いただけなので。で，もらって２学期からの授業の参
考というか，それでどうしようかっていう…［ことを］
しているので，それだけじゃなくってもっと詳細な振
り返りがあってもいいし，単元ごとに狙い，８つの問
題［問い］じゃないですけど，私はこういう Do［＝］
することは，たとえば Doやったら，仮定法をわかっ
てもらうこと。Thinkとか，項目があってその狙いに
ちゃんと生徒がそっているかどうかとちゃんと書け
るような，細かなリフレクションができるようなシー
トが大切やなと思いました。もっと頻繁に単元ごとみ
たいな。
このウエノ氏の語りは，本研修で扱ったコルトハーヘ
ンのリフレクション（ALACTモデル）や，コルトハー
ヘンが示している「８つの問い」を用いたリフレクショ
ンの手法について述べているものである。ここでウエノ
氏は，自分の英語の授業に関して，これまで行っていた
「授業のいいところと改善点」を書いてもらうリフレク
ションを「簡単やった」と振り返っている。そのうえで，
「８つの問い」の「Think（考えていたこと）」などの項
目まで考え，「その狙いにちゃんと生徒がそっているか
どうかとちゃんと書けるような，細かなリフレクション
ができるようなシートが大切」だとしている。つまり，
これまでも生徒の視点で振り返りは行っていたものの，
その振り返りのレベルの違いにまでは十分に考えられ
ていなかったことへのウエノ氏の気づきが示されてい
るといえる。ここには，英語の授業という日々の実践
レベルで，これまでの振り返りのあり方を反省しつつ，
「細かなリフレクションができるようなシート」など具
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体的な改善の方法を構想している様子が表れている。
以上，ウエノ氏の語りに焦点を合わせて検討してき
た。いうまでもなく，ここで検討したのは一人の学びと
思考過程であり，この事例をもって中堅教員の思考過程
や本研修の成果を一般化することはできないし，それを
目的ともしていない。また，多文化主義について以前に
学んでいた経験があるなど，ウエノ氏の特性も十分に考
慮される必要がある。しかしながら，これらの限界を踏
まえたうえで，ウエノ氏の語りから，目指すべき中堅教
員の「省察」のあり方と，研修における中堅教員の学び
の可能性の一端を見ることができよう。ウエノ氏にとっ
て，「インクルーシブ教育と合理的配慮」，「持続可能な
社会と学校防災」，「グローバル時代における多文化共
生」という３つのテーマは，（みんなのちょっとした幸
せと安全という形で）公正な社会と結びつけられてお
り，さらに，それらのテーマは日々変わりゆくためにリ
フレクションが重要となるという認識にまで至ってい
る。また，「アメリカと南アフリカの多文化主義」を学
ぶ中で，日本の多文化共生教育への問題関心が深まり，
日本の多文化共生教育の社会的な文脈に対して働きか
ける必要性に目を向けるに至っている。そして，ウエノ
氏の語りの全体からは，公正な社会の実現とリフレク
ションをつなげるとともに，日本の社会的な文脈を問い
直すマクロなリフレクションを行いつつ，目の前の生徒
に対して日々の授業実践をどう改善していくかという
ミクロなリフレクションの大切さも認識している様子
を窺うことができる。今後は，ウエノ氏に見られる学び
や思考過程を意図的に生み出すような，中堅教員を対象
とした研修を実施していく必要があるだろう。

７．結語
以上，中堅教員に求められる資質・能力の視点から，
社会改造主義に基づくリフレクションの重要性を確認
したうえで，その研修を具体的に構想してきた。その具
体像を示すことができたのは，本稿の一つの成果である
といえよう。教員に「社会的アクター」としての役割を
担うことへの自覚を生むことは，教員に改めて，社会に
おける教育の持つ責任や意義，可能性に気づいてもらう
機会となるため，非常に重要なものであるといえる。そ
れは，特に「多様で異なる文化を柔軟に理解したり，創
造的かつ革新的なアプローチで地球規模の課題などに
挑戦していく（ママ＝稿者）ことが求められている」（北
村・佐藤，2019，p.14）ような SDGs時代においてはま
すます重要になることが示唆される。ただし，前節で取
り扱った実際の研修においては，次に示す受講者ワカイ
氏（仮名）のインタビューでの語りに代表されるように，
すべての受講者から社会的アクターの役割を果たそう
とするような姿を確認できていたわけではない。

○インタビュアー　　ありがとうございます。では最後
の質問になりますが，今回の研修全体ですね，いわゆ
る中身的なことを聞きましたが，開催地だったり，期
間とかだったり，全般に関して，あるいは先ほど思っ
ていて今思い出したということでもいいですから，こ
れに関して何かあれば教えてください。
○ワカイ氏　　そうですね，中身として多文化の［（多
文化共生を担当した講師）］先生とか，結構班で発表
したりしても「いいですねー」ってすごく前向きな
言葉で言ってくださるので，これも基本的な部分な
のかもしれないですけど，自分も実際にね，生徒と
向き合うときにそういうポジティブになれるような
言葉，声掛けが大事なんやろうなとはすごく思いま
した。あと，これも振り返り，学びのサイクルとい
うか，あの，多文化共生のところで本当に勉強になっ
たので。最近よくあの，スポーツ選手で大坂なおみ
とか八村塁とか，でもああいう人たちもやっぱり日
本で日本選手として頑張ろうとしているわけなので，
なんかこう今までの自分だったら，ちょっとこうハー
フだったりしてね，っていうところがあったんですけ
ど，この多文化の講義を受けることでちょっとこう，
応援しようかなって。そういうふうに多分今回の講義
がなかったら，あの子らはいうても強い血が入って
るからとかいう感じで思ってたのが，意外と昨日の。
どっちかといったらサイクルじゃない，そっちのテー
マで気持ちになれたのでよかったです。すごく熱意の
ある先生でした。
このワカイ氏の語りからは，多文化共生についての
自分なりの学びとして，自らの認識を省み，それによっ
て新たな認識にたどり着けたことは自覚できているも
のと考えられる。しかし，それが，自分の内側のことの
みにとどまらず，社会のあり方をどう変えていけるのか
という視点からの認識に至ったということにまでは，今
回のインタビューの結果からは十分確認することがで
きない。このことについては，より社会的な文脈に触れ
ることのできるような手立てが必要となるという可能
性を示唆する。それを判断するためにも，さらなる事例
の積み上げが必要となるであろう。その際には，本稿で
構想した，インクルーシブ教育，防災教育，多文化共生
以外の社会的な文脈と関わる題材（たとえば，SDGsな
ど）を扱うことも，展開する余地として挙げられる。
また，今後の課題として，本稿で構想した中堅教員を
対象とした研修を実施し，受講者の学修の実際に即した
成果の検証をすることも挙げられる。
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注
１　これらは，教員免許状更新講習との重複を避けるた
め，また「大学が行う特色のある現職教員研修が（研
修の内容や形態の＝稿者補）多様さを提供する役割と
して重要である」（大橋，2004，p.29）との認識があ
るため，などの理由が背景にあることも推察される。
２　なお，ここで対象とする中堅教員の研修を構想した
段階では，本稿で扱う社会改造主義的なリフレクショ
ンについて，必ずしも自覚的であったわけではない。
しかしながら，ここで対象とする研修は，中堅教員の
「省察」を促すことを目的とし，多文化共生などにつ
いての世界的動向を踏まえた省察や，マクロレベルの
リフレクションの手法などを取り入れて実施したも
のであり，本稿で扱う社会改造主義の観点からの検討
対象になりうると考えられる。
３　なお Sakaguchi et al.（2020）では，３日間にわたり
展開された研修最終日に研修の枠組みを示し，「わか
らない」期間を設けるという方法を用いること，受講
者にとって答えのない課題を扱うこと，多様な背景を
持つ人同士でワークを行うことが，リフレクションの
促進につながる可能性があることなどを，リフレク
ション研修の条件に関する仮説として指摘している。
４　なお，引用は文部科学省「教員の各ライフステー
ジに応じて求められる資質能力」，[https://www.mext.
go.jp/a_menu/shotou/kenshu/002.htm]（2020.03.12.確認）
に依った。
５　なお，引用は文部科学省「10 年経験者研修関係通
知」，[https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/009.
htm] （2020.03.12.確認）に依った。

６　このことは，石井英真（2014）が「主に教員研修セ
ンターや教師塾での実践を基礎づけている「技術的熟
達者」モデルは，教科内容や教材への理解を欠いたハ
ウツーやスキルの習得に向かいがちであり，手続きの
意味を熟考することなく効率的にこなす実践を生み
出しがち」（p.25）と指摘することとも関連している
と考えられる。
７　そもそも社会改造主義は，「1920 年代後半に初めて
登場したカリキュラムの考え方の運動であるが，学校
のカリキュラムを重要な社会的，政治的，経済的問題
の検討事項へと向け直し，民主主義的な社会的計画や
マネジメントを促進する解決法を提供することを切
望し」（Thomas，奥村訳，2019，p.984）たものとされ
ている。特に近年においては，平成 29・30 年版学習
指導要領の前文に校種を問わず登場する表現につい
て奈須正裕（2020）が，「「よりよい学校教育を通じて
よりより社会を創る」という表現は，明らかに社会改
造主義的な色彩を帯びている。」（p.43）と指摘するよ
うに，その思考様式に基づいた学校教育の役割を検討

することが，現代的に求められているといえる。
８　髙野（2018）によれば，ザイクナーとリストンは，
「社会的条件や公正を加味したうえで実践する教師像
を社会改造主義の立場から論じたものの，ラディカル
な社会運動論的に教師像を立ち上げようとする立場
とは距離を保ちながら教師の「省察」概念を構想した」
（p.103）とされる。また，ザイクナーとリストンの「「社
会的アクター」とはラディカルな批判的教授学論者と
は一線を画し，社会運動家としての教師像だけを強調
するわけではない」（p.104）ものとされる。本稿が目
指す「社会的アクター」の役割を担う存在としての教
員を育てる研修も，学校教育の社会的条件や公正を加
味して省察をする大切さに気づくことを目指してお
り，社会変革的なイデオロギーを教化するものではな
い（cf. 髙野，2018，p.103）ことを確認しておきたい。
９　コルトハーヘンが開発した「ALACTモデル」には，
「①行為，②行為の振り返り，③本質的な諸相への気
づき，④行為の選択肢の拡大，⑤試み」というサイ
クルがある（Korthagen, 2001, p.44；コルトハーヘン，
2010，p.54）。この中で，③の段階を確実に達成する
ために，②の段階において使用されるのが「８つの
問い」である。具体的には「1.あなたは何をしたかっ
たのですか？，2.あなたは何をしたのですか？，3.あ
なたは何を考えていたのですか？，4.あなたはどう感
じたのですか？，5.生徒たちは何をしたかったのです
か？，6.生徒たちは何をしたのですか？，7.生徒たち
は何を考えていたのですか？，8.生徒たちは何を感じ
ていたのですか？」である（コルトハーヘン，2010，
p.136）。これらによるリフレクションの営みが教員の
力量や専門性を高めると考えられ，研修などで展開さ
れている。
10　詳細は，ストレンジ， T.・ベイリー， A.（2011，

pp.26-32）を参照。
11　2011 年３月 11 日の東日本大震災を経験した日本に
おいては，被災地を中心として復旧にとどまらない，
新しい地域づくり，社会づくりを日本全体で構想する
なかで，「持続可能な社会」は柱となる考え方の一つ
である（「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」
関係省庁連絡会議，2011，p.2）。
12　たとえば，原発災害による居住制限が挙げられる。
13　桜井愛子（2013）は，防災教育に関する政策文書・
指針の分析から，自らの命を守り抜くことだけでな
く，他人や地域を支援し役に立つことが求められてい
ることを主張している。
14　ここで言及されている「4F」とは，ハタノ，リリアン・
テルミ（2011）が提唱する，「Fact（事実）」，「Fear（不
安）」，「Frustration（悔しさ）」，「Fairness（公正）」の
観点を組み込んだ「異文化体験プログラム」のことで
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ある（pp.143-144）。詳細は，ハタノ（2011）を参照
されたい。
15　研修の枠組みの詳細については，Sakaguchi et 

al.（2020）を参照されたい。また，研修開発の全体に
ついては，2019 年度の「教員の資質向上のための研
修プログラム開発・実施支援事業報告書」として独立
行政法人教職員支援機構のウェブサイトに掲載され
る予定であり，そちらも参照のこと。ここに挙げてい
る表３の「構想した研修の概要」は，同報告書掲載の
細案を本稿の論点に即して整理し直し，構想したもの
である。
16　本稿で分析に用いるアンケートおよびインタ
ビューは，兵庫教育大学の「ヒトを対象とする研究
に関する倫理審査委員会」の承認を受けて実施され
ており，その結果は学外に公表可能なデータである。
質問紙調査は研修受講前の調査，研修受講後の調査，
追跡調査の３回を実施しているが，ウエノ氏のインタ
ビューにおける語りを分析するのに必要な２回に焦
点化し分析した。また，研修３日目の最後に行ったイ
ンタビューは，インタビューイー１名に対してインタ
ビュアー１名の半構造化面接法で実施し，次の６項目
について質問した。Q1．受講者番号を教えてください。
／ Q2．今回の研修は「『教師の学びのサイクル』実践」
についてでしたが，教員として「学び続ける教員」で
あることは教員の資質能力として必要だと思います
か。／ Q3．今回の研修で「自分の指導を振り返るこ
と」「（自分の教育実践について）重要な問題に気づき，
新たな教育の見方・考え方を得ること」「新たな教育
の見方・考え方を具体的な指導方法に落とし込むこ
と」「（学んだことを）現場で実践すること」のそれ
ぞれについて身に着いたと思いますか。また，それ
ぞれについてあなた自身に課題があるとすればどの
ような点か教えてください。／ Q4．プログラムの内
容についての良かった点，改善点（具体例があれば）
理解しにくかった内容などがあれば教えてください。
／ Q5．あなたが教育現場で「学び続ける教員」とし
て実践していく中で問題や課題となりそうなことに
ついて教えてください。／ Q6．その他，今回の研修
について思うことがあれば教えてください。
17　2016 年度に文部科学省より実施された「学校教員
統計調査」によれば，高等学校に勤務する教員の専修
免許状所持率は 19.2％である。
18　兵庫教育大学教員養成スタンダード研究開発チー
ム（2012）では，「教員養成スタンダード（小学校版）」
として教師の資質能力として 50項目が示されており，
それらが５つの大項目に分類されている。「常に自ら
の学びを省察し，課題を見つけて改善することができ
る」「長期的視野に立って，自らの職能成長を図るこ

とができる」は「学び続ける教師」の大項目に位置づ
く。
19　資質能力の習得状況は受講者の自己評価であり，客
観的水準による評価ではないことには十分に留意し
たい。
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